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この明細書は、会社が法第 2 条第 10 号((定義))に規定する同族会社（以下「同族会社」といいます。）に該

当するかどうか及び法第 67 条第 1 項((特定同族会社の特別税率))に規定する特定同族会社（以下「特定同族会

社」といいます。）に該当するかどうかを判定する場合に記載します。 

なお、この明細書による判定は、当期末の現況により行います。 

 

 

欄 記  載  要  領 注 意 事 項 

「期末現在の発行済株式の

総数又は出資の総額 1」 

その会社が有する自己の株式又は出資は含まれません。  

「期末現在の議決権の総数 

4 」、「( )20と( )22の上位 3 順位

の議決権の数 5 」、「議決権

の数による判定 6 」、「( )22の

上位 1 順位の議決権の数

13」、「議決権の数による判

定 14」、「議決権の数 20」及

び「議決権の数 22」 

その会社が令第 4 条第 3 項第 2 号イからニまで((同族関

係者の範囲))及び第 139 条の 7 第 3 項第 2 号イからニまで

((被支配会社の範囲))に掲げる議決権に関して内容の異な

る種類の株式（出資を含みます。以下「種類株式」といい

ます。）を発行していない場合には記載する必要はありま

せん。 

ただし、この場合であっても、議決権を行使することが

できない株主等が有するその議決権（以下「行使不可能議

決権」といいます。）に係る株式がある場合には、記載す

る必要がありますので、御注意ください。 

 行使不可能議決権に係

る株式がある場合には、

議決権の総数及び数から

その行使不可能議決権の

数を除きます。 

「期末現在の議決権の総数

4 」、「( )20と( )22の上位 3 順位

の議決権 5 」及び「議決権

の数による判定 6 」 

その会社が種類株式を発行している場合において、これ

らの各欄に記載すべき総数、数及び割合（以下｢判定割合｣

といいます。）は、その議決権に係る判定割合のうち最も

高い割合の計算の基礎となった議決権の総数、数及び判定

割合を記載します。 

 その会社が発行してい

る種類株式の内容に関す

る明細及び左記の計算の

基礎となった議決権以外

のものに係る判定割合の

計算に関する明細を別紙

に記載して添付してくだ

さい。 

「( )22 の上位 1 順位の議決権

の数 13」及び「議決権の数

による判定 14」 

その会社が種類株式を発行している場合において、これ

らの各欄に記載すべき数及び判定割合は、その議決権に係

る判定割合のうち最も高い割合の計算の基礎となった議決

権の数及び判定割合を記載します。 

この場合において、同族会社の判定割合の基礎となった

議決権の内容と特定同族会社の判定割合の基礎となった議

決権の内容とが異なるときは、その特定同族会社の判定割

合の基礎となった議決権の総数及び数を「期末現在の議決

権の総数 4 」及び｢議決権の数 22｣の各欄の上段に外書とし

て記載し、「( )22の上位 １ 順位の議決権の数13」及び「議決 

権の数による判定    14」の各欄は、それぞれ「(22の 

外書)の上位 １ 順位の議決権の数13」及び「議決権の数に 

 その会社が発行してい

る種類株式の内容に関す

る明細及び左記の計算の

基礎となった議決権以外

のものに係る判定割合の

計算に関する明細を別紙

に記載して添付してくだ

さい。 

別表二 ｢同族会社等の判定に関する明細書」 

 2  各欄の記載要領 

 1  この明細書の用途 

⑷

⒀
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欄 記  載  要  領 注 意 事 項 

よる判定      14」として記載します。 

「期末現在の社員の総数 

7 」、「社員の 3 人以下及び

これらの同族関係者の合計

人数のうち最も多い数 8 」、

「社員の数による判定 9 」、

「( )21の社員の 1 人及びその同

族関係者の合計人数のうち

最も多い数 15」及び「社員

の数による判定 16」 

その会社が合名会社、合資会社又は合同会社（以下「持

分会社」といいます。）である場合に限り、記載します。 

ただし、「株式数等による判定 3 」若しくは「議決権の

数による判定 6 」の欄のうちいずれかの判定により同族

会社に該当する場合又は「株式数等による判定 12」若し

くは「議決権の数による判定 14」の欄のうちいずれかの

判定により特定同族会社に該当する場合には、「 7 」から

「 9 」まで又は「15」及び「16」の各欄は記載する必要は

ありません。 

 

「期末現在の社員の総数 

7 」、「社員の 3 人以下及び

これらの同族関係者の合計

人数のうち最も多い数 8 」

及び「( )21の社員の 1 人及び

その同族関係者の合計人数

のうち最も多い数 15」 

持分会社である会社の社員の総数及び数を記載します。 

ただし、その持分会社が業務を執行する社員（以下「業

務執行社員」といいます。）を定めている場合には、その

業務執行社員の総数及び数を記載します。 

業務執行社員に該当す

る者については、「判定基

準となる株主（社員）及

び同族関係者」の「氏名

又は法人名」の欄にその

旨を記載します。 

「( )21の上位 1 順位の株式数

又は出資の金額( )11」から「特

定同族会社の判定割合( )17」

までの各欄 

その会社の事業年度終了の時の資本金の額又は出資金の

額が 1 億円以下である場合には、「11」から「17」までの

各欄は記載する必要はありません。 

 

「判定結果 18」 該当するものを○で囲んで表示します。 判定は、次のようにな

ります。 

⑴ ｢特定同族会社の判定

割合 17」が 50％超……

特定同族会社 

⑵ ｢特定同族会社の判定

割合 17」が 50％以下で

｢同族会社の判定割合

10｣が  50％超……同族

会社 

⑶ ｢同族会社の判定割合

10｣が  50％以下……非

同族会社 

「判定基準となる株主（社

員）及び同族関係者」の各

欄 

その会社の株主（又は社員）の 1 人及びその同族関係

者（以下「株主グループ」といいます。）の所有する株式

数又は出資の金額の合計が最も多いものから順次記載しま

すが、「その他の株主等」の「株式数又は出資の金額 21」

の欄又は「議決権の数 22」の欄に記載された株主グルー

プが 3 つになったときは、その他の株主グループについ

ては記載する必要はありません。 

なお、その会社が自己の株式又は出資を有する場合のそ

の会社は判定基準となる株主（社員）に含まれません。 

筆頭株主が非同族会社

である場合にも 1 グルー

プとして記載します。 

「被支配会社でない法人株

主等」の各欄 

｢判定基準となる株主（社員）及び同族関係者｣に記載さ

れた株主（又は社員）が非同族会社である場合又は特定同

族会社に該当しない同族会社である場合（被支配会社に該

当し、かつ、資本金の額又は出資金の額が 1 億円以下であ

ることにより特定同族会社に該当しないことされる場合を

 

（4 の外書）

⒀ 
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欄 記  載  要  領 注 意 事 項 

除きます。）に、その株主（又は社員）が所有する株式数

又は出資の金額等を記載します。 

｢議決権の数 20｣及び「議決

権の数 22」 

個人又は法人との間でその個人又は法人の意思と同一の

内容の議決権を行使することに同意している者が有する議

決権（以下「同意議決権」といいます。）について、令第 4  

条第 6 項又は第 139 条の 7 第 6 項の規定の適用がある場

合には、次の区分に応じて、それぞれ次により記載します。 

⑴ 同意議決権を有する者 

  「議決権の数」の欄に、その同意議決権の数を△印を

付けて外書として「外同意△××」のように記載します。 

⑵ 同意を受けている者 

  「議決権の数」の欄に、その同意議決権の数を外書と

して「外同意××」のように記載します。 

 左記⑵で外書きした同

意議決権の数については、

「( )20と( )22の上位 3 順位の議

決権の数 5 」又は「( )22の

上位 1 順位の議決権の数

13」の欄への株主グルー

プが有する「議決権の数」

の移記に当たっては、本

書に加算した上で記載し

ます。 

 

 

法 2 十、67、令 4 、139 の 7 
 

 3   根拠条文 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


